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第１章 計画策定の趣旨等 

 

１．計画策定の趣旨 

平成 18（2006）年 10 月に「自殺対策基本法」が施行されて以降、これまで「個人の問

題」とされてきた自殺が「社会の問題」として広く認識されるようになり、国を挙げた自殺

対策が総合的に推進された結果、自殺者数の年次推移は減少傾向にあるなど着実に成果を上

げてきました。 

しかし、日本の自殺死亡率（人口 10 万人あたりの自殺による死亡率。以下「自殺率」と

いう。）は、主要先進７か国の中で最も高く、自殺で亡くなる人数の累計は毎年２万人を超

える水準で積み上がっているなど、非常事態はいまだ続いていると言わざるを得ません。 

そうした中、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して、自殺対策を

さらに総合的かつ効果的に推進するため、施行から 10 年の節目に当たる平成 28（2016）

年に自殺対策基本法が改正されました。自殺対策が「生きることの包括的な支援」として実

施されるべきこと等が基本理念に明記されるとともに、自殺対策の地域間格差を解消し、誰

もが「生きることの包括的な支援」としての自殺対策に関する必要な支援を受けられるよう、

全ての都道府県及び市町村に「自殺対策計画」の策定が義務づけられました。 

こうした流れを踏まえ、本市においても自殺対策を推進していくための計画として「いの

ち支えるいなべ市自殺対策行動計画」を策定し、全ての市民がかけがえのない個人として尊

重され、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、関係者との連携・協働の

推進、役割の明確化を行うことで自殺対策を全庁的な取組として推進していきます。 

 
 

２．計画の位置づけ 

本計画は、平成 28（2016）年に改正された自殺対策基本法第 13 条第 2 項の規定に基

づき、国の定める「自殺総合対策大綱」の趣旨を踏まえて、本市の実情に応じた自殺対策の

推進を図るために策定するものです。 

また、本市の中長期的な計画である、いなべ市地域福祉計画及びいなべ市地域福祉活動計

画、いなべ市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、いなべ市地域医療・福祉計画、いなべ

市子ども・子育て支援事業計画、いなべ市障がい者計画、その他関連計画との整合を図って

います。 

 

 

 

自殺対策基本法第１３条第２項 

市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該市

町村の区域内における自殺対策についての計画を定めるものとする。 
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■計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の期間 

平成 31（2019）年度から平成 35（2023）年度までの 5 年間とします。 

 

４．計画の数値目標 

平成 29（2017）年に閣議決定された「自殺総合対策大綱」では、自殺率の数値目標を平

成 38（2026）年までに平成 27（2015）年度と比べて 30％以上減少させることとして

います。（平成 27（2015）年度の自殺率 18.5 を基準として、平成 38（2026）年度の自

殺率目標 13.0 以下） 

また、第３次三重県自殺対策行動計画の数値目標は、自殺率を平成 33（2021）年までに

13.7 以下、平成 38（2026）年までに 12.5 以下としています。 

これを踏まえ、本市は、平成27（2015）年度の自殺率25.9を基準とし、平成33（2021）

年までに 22.0 以下、平成 38（2026）年までに 18.1 以下を目指します。 

 

数値目標 
平成 27（2015）年度 

（実績値） 

平成 33（2021）年度 

（5年後目標値） 

平成 38（2026）年度 

（10年後目標値） 

いなべ市自殺率 

（人口 10万人あたり） 
25.9 22.0以下 18.1以下 

 

 

第２次いなべ市総合計画 
【基本理念】いきいき笑顔応援のまち 

【第４章 基本目標】生きがいと安心の地域づくり 

いなべ市高齢者福祉計画及び

第７期介護保険事業計画 自殺対策基本法 

自殺総合対策大綱 

 
第３次三重県 

自殺対策行動計画 

いなべ市子ども・子育て支援事

業計画 

第３次いなべ市地域福祉計画 

及びいなべ市地域福祉活動計画 

 いなべ市障がい者計画・いなべ

市第５期障がい福祉計画・いな

べ市第１期障がい児福祉計画 

 

いのち支える 

いなべ市自殺対策

行動計画 

い
な
べ
市
地
域
医
療
・
福
祉
計
画 
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第２章 いなべ市における自殺の特徴 

 

１．いなべ市の現状と特徴 

自殺の統計については、厚生労働省の自殺の基礎資料と自殺総合対策推進センター*の地域

自殺実態プロファイル*に基づいています。 

（１）自殺者の推移 

厚生労働省の「地域における自殺の基礎資料」によると、平成 21（2009）年から平成 28

（2016）年までの本市の年間自殺者数は 13 人前後で推移しています。 

 

資料 厚生労働省 地域における自殺の基礎資料   

 

自殺率は、全国や三重県と比べ高い傾向にあります。本市の推移は増減が大きく、全国や

三重県の推移との相関はありません。 

 

資料 厚生労働省 地域における自殺の基礎資料   
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（２）性別・年齢別の特徴 

性別の自殺者数の割合は、平成 24（2012）年から平成 28（2016）年までの 5 年間の

合算でみると、65 人中男性は 42 人で約 65％、女性は 23 人で約 35％になります。 

年齢別の自殺者数の割合は、自殺者が多い順に 60 歳代が 14 人、70 歳代が 12 人、80

歳以上が 10 人となっています。 

 

資料 厚生労働省 地域における自殺の基礎資料   

 

年齢別の自殺率を全国と比較すると、30 歳代男性（無職）、60 歳以上の高齢者世代が多

いことが特徴です。 

 

資料 厚生労働省 地域における自殺の基礎資料   
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（３）職業別の特徴 

職業別にみると、「年金・雇用保険等生活者」の割合が全国に比べて高い傾向にあります。 

 

資料 厚生労働省 地域における自殺の基礎資料   

*その他の無職者：利子・配当・家賃等生活者、浮浪者、その他無職者（厚生労働省「地域における自

殺の基礎資料」の「利用に当たって」より引用。） 

 

（４）自殺未遂歴の有無 

平成 24（2012）年から平成 28（2016）年までの本市の自殺者のうち、自殺未遂の経

験があった人は 26％となっています。 

自殺者における未遂歴の総数 

 

資料 自殺総合対策推進センター 地域自殺実態プロファイル   

自営業・家族従事者

6%

被雇用・勤め人

28%

学生・生徒等

1%主婦

11%

失業者

1%

年金・雇用保険等生活者

37%

その他の無職者（*）

14%

不詳

2%

いなべ市（H24～H28）

自営業・家族従事者

7%

被雇用・勤め人

28%

学生・生徒等

3%主婦

7%
失業者

4%

年金・雇用保険等生活者

25%

その他の無職者（*）

24%

不詳

2%

全国（H24～H28）

あり

26%

なし

60%

不詳

14%

いなべ市（H24～H28）

あり

20%

なし

60%

不詳

20%

全国（H24～H28）

未遂歴 いなべ市自殺者数 いなべ市割合 全国割合 

あり 17人  26％  20％  

なし 39人  60％  60％  

不詳 9人  14％  20％  

合計 65人  100％  100％  
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（５）同居人の有無 

自殺者を同居人の有無でみると、自殺者の家庭状況をみてみると「同居あり」の割合が全

国より高い傾向にあり、性別でみると女性は 9 割以上が「同居あり」となっています。 

 

資料 厚生労働省 地域における自殺の基礎資料   

 

 

また、60 歳以上の内訳をみても、全体的に「同居あり」の割合が高い傾向にあります。 

いなべ市の 60歳以上の自殺の内訳 

性別 年齢階級 

同居人の有無 

（人数） 

同居人の有無 

（割合） 
全国割合 

あり なし あり なし あり なし 

男性 

60歳代 8人  2人  22.2％  5.6％  18.1％  10.7％  

70歳代 3人  2人  8.3％  5.6％  15.2％  6.0％  

80歳以上 6人  0人  16.7％  0.0％  10.0％  3.3％  

女性 

60歳代 3人  1人  8.3％  2.8％  10.0％  3.3％  

70歳代 6人  1人  16.7％  2.8％  9.1％  3.7％  

80歳以上 4人  0人  11.1％  0.0％  7.4％  3.2％  

合計 36人  100％  100％  

資料 自殺総合対策推進センター 地域自殺実態プロファイル   

※割合は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100％とはならないことがあります。 
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２．支援が優先されるべき対象群 

平成 24（2012）年から平成 28（2016）年までの 5 年間における自殺の実態につい

て、自殺総合対策推進センターの地域自殺実態プロファイルにより、自殺で亡くなる人の割

合が多い属性（性別×年代×職業の有無別×同居人の有無別）の上位区分が示されました。 

この属性情報から、本市においては「高齢者」「生活困窮者」を重点施策として推進します。 

いなべ市の主な自殺の特徴（抜粋） （H24～28合計） 

上位区分 自殺者数 割合 
 自殺率（*）   

（10万人あたり） 

背景にある主な自殺の危機経路

（**） 

男性 60歳以

上無職同居 
13人 20.0％ 76.6 

失業（退職）→生活苦＋介護の悩み

（疲れ）＋身体疾患→自殺 

女性 60歳以

上無職同居 
13人 20.0％ 46.3 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

男性 20～39

歳無職同居 
4人 6.2％ 167.7 

【30代その他無職】ひきこもり＋家

族間の不和→孤立→自殺 

【20代学生】就職失敗→将来悲観

→うつ状態→自殺 

資料 自殺総合対策推進センター 地域自殺実態プロファイル   

 

*自殺率の母数（人口）は平成 27（2015）年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターが推計。 

**「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）から引用。 
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図  自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ※ 『自殺実態白書 2013（NPO法人ライフリンク）』 

連鎖する中で自殺が起きている」とする調査※もある。 

□ 複雑化・複合化した問題が最も深刻化したときに自殺は起きる。「平均４つの要因（問題）」が 

□ 社会が多様化する中で、地域生活の現場で起きる問題は複雑化・複合化している。 
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第３章 自殺対策の方針 
 

１．基本理念 

「第２次いなべ市総合計画」の基本理念である「いきいき笑顔応援のまち」を踏まえ、福

祉分野の基本目標の 1 つに掲げる「生きがいと安心の地域づくり」の実現のために、「地域の

助けあいによる福祉の充実」を取組の柱として位置づけます。 

誰もが心も体も健康で、住み慣れた地域でいきいきと笑顔で暮らすことができるよう、有

機的な連携を基礎として地域包括ケアシステムの構築を念頭に、「地域で支え合い、いきいき

と笑顔で安心して健やかに暮らせるまち いなべ」を基本理念として、その実現に向けて自

殺対策を推進します。 

 

基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公的支援 
活動の下支え 

行政・社協 

在宅医療・介護の連携 

通所・入所 

住まい 

介護 医療 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャーなど 

介護・福祉サービス 

保育園・学校 

企業 

世代交流 

子どもの健全育成 

 

健康づくり 

地域団体・ボランティア等 

災害時対策 

移送サービス 

専門的支援 

 

生きがい 

社会参加 

市民活動 

 

かかりつけ医 

見守り・助け合い・ 

支え合い 

 コーディネート機関 

就労 

生活困窮者 

支援 

生活支援 

 

介護予防 

 

高齢者、障がい者、 

子育て家庭など 

■目指すべき地域の姿（イメージ） 

資料 第３次いなべ市地域福祉計画及びいなべ市地域福祉活動計画 

「いなべの生きがい・支え合い・いきいきネットワーク」 

地域で支え合い、いきいきと笑顔で安心して 

健やかに暮らせるまち いなべ 
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２．基本方針 

我が国の自殺対策の目指すものは、全ての人がかけがえのない個人として尊重される社会、

誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現です。その実現に向けた自殺対策の基本方

針として、厚生労働省「市町村自殺対策計画策定の手引き」では以下の５点が示されていま

す。 

（１）生きることの包括的な支援として推進 

個人においても地域においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の

「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」より、失業や多重債務、生活苦等の

「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが高まりま

す。 

そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きることの促

進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方向で推進する

必要があります。自殺防止や遺族支援といった狭義の自殺対策だけでなく、「生きる支援」に

関する地域のあらゆる取組を総動員して、まさに「生きることの包括的な支援」として推進

することが重要です。 

 

（２）関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにして自殺を防ぐために

は、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要です。ま

た、このような包括的な取組を実施するためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に

連携する必要があります。 

自殺の要因となり得る生活困窮、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性的マイノリティ
*等、関連の分野においても同様の連携の取組が展開されています。連携の効果を更に高め

るため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそれぞれ自殺対策の一翼を担って

いるという意識を共有することが重要です。 

とりわけ、地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自立支援制度などとの連携を推

進することや、精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが適切な精神保

健医療福祉サービスを受けられるようにすることが重要です。 

 

（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

さらに、自殺対策は、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、

「地域連携のレベル」、「社会制度のレベル」、それぞれにおいて強力に、かつそれらを総合的
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に推進することが重要です。 

これは、住民の暮らしの場を原点としつつ、「様々な分野の対人支援を強化すること」と、

「対人支援の強化等に必要な地域連携を促進すること」、さらに「地域連携の促進等に必要な

社会制度を整備すること」を一体的なものとして連動して行っていくという考え方（三階層

自殺対策連動モデル）です。 

また、時系列的な対応としては、自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事前対応」

と、現に起こりつつある自殺発生の危険に介入する「危機対応」、それに自殺や自殺未遂が生

じてしまった場合等における「事後対応」の、それぞれの段階において施策を講じる必要が

あります。 

加えて、「自殺の事前対応のさらに前段階での取組」として、学校において、児童生徒等を対

象とした、いわゆる「ＳＯＳの出し方に関する教育」を推進することも重要とされています。 

 

（４）実践と啓発を両輪として推進 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の

心情や背景が理解されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深めることも含め

て、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当であるということが、地域全体の

共通認識となるように積極的に普及啓発を行うことが重要です。 

全ての国民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気づき、精神

科医等の専門家につなぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活動、教育活動

等に取り組んでいくことが必要です。 

 

（５）関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

我が国の自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれることのない社会」

を実現するためには、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民等が連携・協働し

て国を挙げて自殺対策を総合的に推進することが必要です。そのため、それぞれの主体が果

たすべき役割を明確化、共有化した上で、相互の連携・協働の仕組みを構築することが重要

です。 

具体的には、国には「自殺対策を総合的に策定し、実施する」責務があり、地方公共団体に

は「地域の状況に応じた施策を策定し、実施する」責務があります。また関係団体や民間団

体、企業には、それぞれの活動内容の特性等に応じて「積極的に自殺対策に参画する」こと

が求められ、国民にも「自殺が社会全体の問題であり我が事であることを認識し、誰も自殺

に追い込まれることのない社会の実現のため、主体的に自殺対策に取り組む」ことが期待さ

れます。 
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３．策定体制 

厚生労働省は、自殺対策を推進する上で、欠かすことのできない基盤的な取組として、全

国的に実施されることが望ましい自殺対策事業の基本施策を５点掲げています。 

また、自殺総合対策大綱で示された重要な施策を勘案しつつ、地域において優先的な課題

となりうる施策を重点施策として推進することとされました。 

本市も、これにのっとり以下の５点を基本施策として推進し、また本市の地域特性を踏ま

えて、自殺者の年齢構成、職業別の状況などから、以下の２点を重点施策として推進してい

きます。 

 

基本施策１ ネットワークの強化 

（１）いなべ市自殺対策推進本部の設置 

（２）いなべ市自殺対策ネットワーク協議会の設置 

（３）要保護児童等対策地域協議会との連携 

（４）自立支援協議会との連携 

基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

（１）市職員を対象とする研修会 

（２）市民を対象とした人材育成 

（３）市職員、教職員等の担当者への心のケアの推進 

基本施策３ 市民への啓発と周知 

（１）啓発物の作成と周知 

（２）講演会やイベントの機会を活用した啓発 

（３）各種メディアを活用した啓発 

基本施策４ 生きることの促進要因への支援 

（１）各種相談体制の充実 

（２）自殺リスクを抱える可能性のある人への支援 

（３）障がい者（児）への支援 

（４）自殺未遂者、遺された人への支援 

基本施策５ 若年層への支援の強化 

（１）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

（２）子ども、子育て世帯に対する支援の推進 
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重点施策１ 高齢者への支援の強化 

（１）包括的な支援のための連携推進 

（２）高齢者の元気づくり 

（３）社会参加の推進と孤独、孤立の予防 

（４）認知症高齢者の支援 

（５）家族介護支援 

（６）高齢者が地域で安心して暮らすための支援 

重点施策２ 生活困窮者への支援の強化 

（１）生活困窮者対応と自殺対策への連動 

（２）生活困窮を抱えたハイリスク者に対する個別支援 

 

 

 

■計画の体系図 

 

 

 

 

 

 
  

２つの「重点施策」

５つの「基本施策」

地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な取組

いのち支える いなべ市自殺対策行動計画

いなべ市における自殺のハイリスク群と
自殺のリスク要因に沿った取組

①ネットワーク
の強化

②自殺対策
を支える
人材の育成

③市民への
啓発と周知

④生きること
の促進要因
への支援

⑤若年層への
支援の強化

①高齢者への支援
の強化

②生活困窮者への
支援の強化
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第４章 いなべ市の今後の取組 

 

基本施策１ ネットワークの強化 

自殺対策においては、保健、医療、福祉、教育、労働その他関連施策との有機的な連携が図

られ、総合的に実施されることが必要です。市民と行政、関係機関が顔の見える関係を築き

ながら協働し、地域で支えるまちづくりを推進します。 

 

（１）いなべ市自殺対策推進本部の設置 

事業・取組 内容 担当課 

いなべ市自殺対策推進本部

会議 

本市の庁内各部署と諸施策の調整を行い、

総合的に自殺対策を推進するため、市長及び

各部門長で組織する推進本部を設置します。 

人権福祉課 

 

（２）いなべ市自殺対策ネットワーク協議会の設置 

事業・取組 内容 担当課 

いなべ市自殺対策ネットワ

ーク協議会 

行政、関係機関、民間団体等で構成された、

自殺対策に係る情報交換等をするための組織

を構築し、連携を強化します。 

人権福祉課 

 

（３）要保護児童等対策地域協議会との連携 

事業・取組 内容 担当課 

要保護児童等対策地域協議

会 

要保護児童等対策地域協議会（児童虐待防

止等）のネットワークに属する関係機関との

連携を強化し適切な対応を行います。 

家庭児童相談室 
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（４）いなべ市障害者自立支援協議会との連携 

事業・取組 内容 担当課 

いなべ市障害者自立支援協

議会 

関係機関等が相互の連携を図ることによ

り、地域における障がい者等への支援体制に

関する課題について情報を共有し、関係機関

等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実

情に応じた支援体制の整備について協議を行

います。 

社会福祉課 

 

 

【評価指標】 

項目 
現状値 

（平成 29 年度実績） 

目標値 

（平成 35 年度まで） 

いなべ市自殺対策推進本部会議の開催 平成 30 年度設置 １回／年 

いなべ市自殺対策ネットワーク協議会の

開催 
平成 30 年度設置 １回／年 

要保護児童等対策地域協議会の開催 ７回／年 ７回／年 

いなべ市障害者自立支援協議会の開催 5 回／年 5 回／年 
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基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対しての早期の「気づき」が重要であり、「気づき」

のための人材育成の方策を充実させる必要があります。具体的には、保健、医療、福祉、教

育、労働その他の関連領域の方、住民に対して、誰もが早期の「気づき」に対応できるよう、

必要な研修の機会の確保を図ります。 

 

（１）市職員を対象とする研修会 

事業・取組 内容 担当課 

人権研修受講 全職員が対象である人権研修のテーマに自

殺対策を盛り込みます。 

職員課 

人権福祉課 

メンタルパートナー*養成

研修受講 

自殺のサインの見分け方、自殺思慮者への

声のかけ方、相談機関へのつなぎ方等を習得

し、職員がメンタルパートナーの役割を担う

ことで、問題を早期に発見し、適切な窓口につ

なげられるようにします。 

人権福祉課 

産後うつ対策等の研修会

開催 

保健師を中心に、産後うつについての基本

的な知識や対応方法、関係機関との連携方法

等についての研修を実施します。 

健康推進課 

 

（２）市民を対象とした人材育成 

事業・取組 内容 担当課 

メンタルパートナー養成

研修受講 

日頃から地域住民と接する機会が多い民生

委員児童委員、老人クラブ連合会、人権擁護委

員、消費生活相談員、手話通訳者や手話奉仕員

等の支援員、また地域ボランティアの方々に、

相談者やその家族の変化に気づき、本人の気

持ちに耳を傾け、早めの専門機関への相談を

促し、日々の活動の中で寄り添いながら見守

っていく役割を担っていただきます。 

人権福祉課 

長寿福祉課 

商工観光課 

社会福祉課 

 

他関係各課 

いなべ市市民活動センタ

ーとの連絡調整 

市民活動センターで生きることの包括的な

支援（自殺対策）を行う団体を支援するととも

に、団体を地域で育成し、市民活動に基づく共

助を図ります。 

市民活動室 
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（３）市職員、教職員等の担当者への心のケアの推進 

事業・取組 内容 担当課 

ストレスチェックの実施 労働基準法に基づき、職員等のストレスチ

ェック及び面談を実施し、メンタル不調の未

然防止を図ります。また、健康診断、ストレ

スチェック実施後の、産業医、保健師、産業

カウンセラーによる事後指導も行います。 

職員課 

教育総務課 

 

 

【評価指標】 

項目 
現状値 

（平成 29 年度実績） 

目標値 

（平成 35 年度まで） 

自殺対策をテーマとした人権研修の開催 実績なし １回 

メンタルパートナー養成研修の受講 

（市職員対象） 
実績なし １回 

メンタルパートナー養成研修の受講 

（市民、各種団体対象） 
実績なし １回 

産後うつ対策等の研修会開催 実績なし １回／年 

各研修アンケートで「参加してよかった」

「自殺対策の理解が深まった」と回答した

人の割合  

実績なし それぞれ７０％以上  
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基本施策３ 市民への啓発と周知 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の

心情や背景が理解されにくい現実があります。そうした心情や背景への理解を深めることも

含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適切であるということが社会全体

の共通認識となるよう、積極的に普及啓発を行う必要があります。 

また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命と暮らしの危機に陥った場合には誰か

に援助を求めることが適切であるということの理解を促進していきます。自分の周りにいる

かもしれない自殺を考えている人の存在に気づき、思いに寄り添い、声をかけ、話を聞き、

必要に応じて専門家につなぎ、見守っていくという役割等についての意識が共有されるよう、

啓発活動を推進していきます。 

 

（１）啓発物の作成と周知 

事業・取組 内容 担当課 

自殺対策強化月間における

啓発活動の推進 

自殺対策強化月間に合わせ、のぼりの設置

及び公用車にマグネットを貼付して、周知啓

発を行います。 

人権福祉課 

防災ガイドマップの更新 防災ガイドマップを最新情報に更新して、

全戸配布することで、市民の防災意識の高揚

を図り、命と暮らしの危機に陥った方への相

談先の情報を掲載することで、自殺対策に係

る周知啓発を行います。 

危機管理課 

住民ガイドブックの発行 本市の地域、観光、行政の各種手続の方法、

医療機関、新庁舎関係等の情報を掲載したガ

イドブック「暮らしの便利帳」を発行し、そ

の中で様々な生きる支援に関する相談先の情

報を提供します。 

広報秘書課 

「障がい者（児）福祉制度

のしおり」作成事業 

「障がい者（児）福祉制度のしおり」作成

時に、生きる支援に関する相談窓口の一覧情

報などを入れ込むことで、障がい者の方やそ

のご家族の方に対する相談機関の周知の拡充

を図ります。 

社会福祉課 

人権福祉課 

福祉バス運行事業 高齢者向け相談機関の窓口一覧情報等をバ

ス車内に掲示することにより、高齢者への相

談先情報等の周知の機会を増やします。 

交通政策課 
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（２）講演会やイベントの機会を活用した啓発 

事業・取組 内容 担当課 

市民つながり人権講座の

開催 

様々な人権課題に関する講座を行うことで、と

もに生きる地域づくりを目指します。 
人権福祉課 

災害弱者 *に着目した防

災講演会の開催 

自殺対策の視点を織り込みながら、災害弱者が

必要とする配慮等について市民に啓発します。 
社会福祉課 

各種イベントにおける展

示等の実施 

市民感謝祭、人権フェスティバル、スマイルフ

ェスタ等のイベントにおいて、自殺対策に関連す

るブースの展示等を行うことで、市民に対する情

報発信の機会としていきます。 

人権福祉課 

市民活動室 

他関係各課 

 

（３）各種メディアを活用した啓発 

事業・取組 内容 担当課 

啓発活動 行政に関する情報や生活情報を様々な広報媒

体（情報誌 Link、ホームページ、いなべ 10、ツ

イッター*、いなべＦＭ）を用いて情報発信を行っ

ており、生きることの包括的な支援（自殺対策）

についても特集を組むなど集中的に広報するこ

とで市民への周知を促進します。 

人権福祉課 

広報秘書課 

 

 

【評価指標】 

項目 
現状値 

（平成 29 年度実績） 

目標値 

（平成 35 年度まで） 

自殺対策をテーマとした人権講座の開催 実績なし １回 

災害弱者に着目した防災講演会の開催 1 回／年 1 回／年 

広報媒体への掲載回数 １0 回／年 12 回／年 

講座等のアンケートで「参加してよかっ

た」「自殺対策の理解が深まった」と回答

した人の割合  

実績なし それぞれ７０％以上  
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基本施策４ 生きることの促進要因への支援 

自殺対策は個人においても社会においても、「生きることの阻害要因」を減らす取組に加え

て、「生きることの促進要因」を増やす取組を行うことが必要です。そのため、様々な分野に

おいて「生きることの促進要因への支援」を推進していきます。 

 

（１）各種相談体制の充実 

事業・取組 内容 担当課 

相談窓口案内 来庁者の困りごとは、起因する原因が一つと

は限らず、様々な原因が複雑になっている場合

があるため、本人にとって必要な窓口への案内

に努めます。 

総合窓口課 

包括的支援体制構築事業

(地域力強化、多機関との

協働） 

「住民に身近な圏域」で地域住民の相談を包

括的に受け止める場（相談機関）として、安心

して相談を受け止めることができるよう支援

体制を整備します。 

困難事例について多機関の連携・協働によ

り、適切な支援機関につなぐことで、課題解決

を行うことのできる体制を構築し、一連の活動

が気づきの力を高め自殺リスクを抱えた対象

者の早期発見と支援につなげます。 

長寿福祉課 

乳幼児（経観）訪問・面接・

電話相談 

各母子保健事業における経過観察児、障がい

児などを主な対象とし、訪問、面接、電話相談

などにより、家庭状況も踏まえた問題解決に向

けた支援、コーディネートを個別に行います。 

健康推進課 

健康相談 相談日を特定せず、随時、訪問、面接又は電

話などにより実施します。 
健康推進課 

女性相談事業 ＤＶ被害者は、一般的に自殺リスクが高いた

め、女性の様々な相談に応じて、適切な関係機

関の紹介、問題内容に応じた連携支援を担って

いきます。 

家庭児童相談室 

家庭児童相談事業 子育て中の保護者からの育児に関する様々

な相談に、関係機関と連携しながら対応するこ

とで、危機的状況に陥る前に家庭の問題を発見

し、自殺リスクの軽減を図ります。 

家庭児童相談室 
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ひきこもり相談支援事業 ひきこもり当事者とその家族を対象に、気軽

にひきこもり相談ができる体制を整備します。

また市内のひきこもり相談支援の定着とニー

ズの把握に努め、当事者とその家族が孤立する

ことのない地域を目指します。 

社会福祉課 

被災者のこころのケア事

業 

避難所の常設窓口以外に、精神科医、医療ケ

ースワーカー、保健師、児童相談所職員等によ

る相談窓口を設置して、被災者のこころのケア

を行います。 

危機管理課 

国民年金の手続・相談窓

口 

生活困窮者等の国民年金の手続・相談におい

て、免除申請等の案内により自殺リスクの低減

を図ります。 

保険年金課 

いなべ命の相談電話事業 「死にたいと思うほどつらい思いをされて

いる方」、「死にたい気持ちがいっぱいになって

いる方」等に対して、電話相談できる場所を提

供します。 

人権福祉課 

 

（２）自殺リスクを抱える可能性のある人への支援 

事業・取組 内容 担当課 

家庭訪問事業 様々な事業による家庭訪問を活用して、家庭

状況を踏まえ、養育支援、保健指導、栄養指導

などの支援を行います。 

健康推進課 

家庭児童相談室 

チャイルドサポート担当

者会 

チャイルドサポート事業の関係各課が、支援

が必要な子どもにどのような支援を行ってい

くかを話し合い、自殺リスクの観点も入れなが

ら情報共有を図っていきます。 

発達支援課 

自立生活支援事業 生計を支えるために十分な収入を得ること

が困難な状況にある母子家庭の母等の就業を

効果的に促進していきます。 

児童福祉課 

公園管理事業 公園管理人による日中の定期的な園内巡視

で、自殺リスクの高い来園者の早期発見・早期

対応を図ります。 

都市整備課 

滞納者からの納付相談 滞納者の実態調査等において、自殺のリスク

が感じられた場合には、相談機関への案内を行

います。 

税各種料金 

収納関係各課 
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（３）障がい者（児）への支援 

事業・取組 内容 担当課 

障がい者福祉サービス事業 在宅障がい者の自立促進や生活改善、身体機

能の維持向上等を図るための各サービスを事

業所で受けることにより、介護する方の負担軽

減や障がい者の状態把握につなげます。 

社会福祉課 

障がい児福祉サービス事業 就学前、就学中の障がい児が、生活能力の向

上のために必要な訓練、社会との交流促進の支

援を各事業所で受けることにより、保護者への

負担軽減と相談支援の提供につなげます。 

社会福祉課 

障がい者虐待の対応 虐待への対応を糸口に、当人や家族等、養護

者を支援することで、背景にある様々な問題を

察知し、適切な支援先へとつなげます。 

社会福祉課 

発達支援事業 年齢・状況に応じ、発達相談、就学相談、教

育相談等の形で発達障がいのある子どもとそ

の保護者からの相談に対応していきます。 

発達支援課 

 

（４）自殺未遂者、遺された人への支援 

事業・取組 内容 担当課 

自殺未遂者支援のための連

携強化 

「いなべ市自殺対策ネットワーク協議会」を

通じて、警察、消防、医療等と行政機関との連

携強化を図り、自殺未遂者に対する心と身体の

ケアに努めます。 

人権福祉課 

健康推進課 

「いなべ命の相談電話」啓

発カードの設置 

市内の戸籍謄本等の申請窓口に「いなべ命の

相談電話」の啓発カード等を配架し、遺族に向

けた周知に努めます。 

人権福祉課 

 

 

【評価指標】 

項目 
現状値 

（平成 29 年度実績） 

目標値 

（平成 35 年度まで） 

障がい福祉サービス等利用者数／年（延

べ） 
4,921 人 5,150 人 
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基本施策５ 若年層への支援の強化 

「生きることの包括的な支援」として「困難やストレスに直面した児童・生徒が信頼でき

る大人に助けの声をあげられる」ということを目標として、ＳＯＳの出し方に関する教育を

進めていきます。 

そして、子どもや子育て世帯に対する「一貫した支援」ができるよう、支援者間の連携を

強化し、誰もが支援の目からこぼれ落ちることのない体制の構築を目指します。 

 

（１）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

事業・取組 内容 担当課 

人権教育の推進 ＳＯＳの出し方に関する教育を盛り込んだ

命の大切さを実感できる道徳教育と人権教育

を計画的に実践し、問題解決に向けた主体的

行動の推進を図ります。 

学校教育課 

教育研究所 

教育相談の実施 子どもと保護者との面談、いじめアンケー

トなどを通して児童・生徒の悩みや心の危機

のサインを早期に把握し、ＳＯＳの出し方も

含めて相談機関をリーフレット等で周知しま

す。 

学校教育課 

 

（２）子ども、子育て世帯に対する支援の推進 

事業・取組 内容 担当課 

妊娠届出時面接 妊婦の心身の状況や生活環境等を把握する

ため、保健師が面接を実施し、ハイリスク妊

婦の把握に努めます。支援が必要な家庭に対

しては適切なサービス提供に結びつけること

により、妊娠から育児までの総合的で途切れ

ない支援体制を構築します。 

健康推進課 

妊婦訪問 妊娠届出時、また、妊婦一般健康診査（医

療機関委託）の結果などから健康状態に応じ

て保健師が訪問を行い、早期に適切な指導、

アドバイスをし、母胎の健康保持を図ります。 

ハイリスク妊婦について、定期的な電話相

談、妊婦訪問を実施します。 

健康推進課 
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ぷれ mamaセミナー 安心して子どもを産み、育てることができ

るように、妊婦に対し妊娠、出産、育児の知

識を提供するとともに、妊婦同士の仲間作り

として交流の場を設けます。 

健康推進課 

産後２週間目電話連絡 育児不安の高まるこの時期に、電話での連

絡をとることにより、母親の不安軽減につな

げるほか、早期支援の必要な対象者のスクリ

ーニング*を実施し、早期支援につなげます。 

健康推進課 

こんにちは赤ちゃん訪問 生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を

保健師が訪問し、様々な不安や悩みを聞き、

子育てに関する情報提供を行うとともに、母

子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言

を行います。特に出産後は精神的に不安定に

なりやすいことより産婦に対して EPDS（エ

ジンバラ産後うつ病質問票）を実施していま

す。その結果、支援が必要な家庭に対し、関

係機関と連携して適切なサービス提供につな

げます。 

健康推進課 

助産師訪問事業 出産後、特に母乳育児に関して不安の高ま

る時期に、助産師による訪問指導を実施する

ことで、産婦の不安軽減につなげ、地域の中

で母子が健やかに育成できる環境整備を図り

ます。 

健康推進課 

産後ケア事業 保健指導等のサービスを提供し、安心して

子どもを生み育てる環境の整備を図ります。

また、産後支援が必要となる家庭については

妊娠期から早期に関係を作り、必要な支援を

検討していきます。 

健康推進課 

育児相談 乳幼児の育児者を対象に、個別に具体的な

育児相談、及び指導を実施するとともに育児

者同士の交流の場を提供します。また、他の

母子保健事業と関連させ、発育、発達などの

経過観察も行います。 

健康推進課 

ブックスタート事業 

ブックＲｅスタート事業 

絵本の読み聞かせを通じて、親子が楽しく

触れ合う時間を持つきっかけづくりを応援

し、子育て中の保護者の孤立化を防止、子育

ての悩み等に対応します。 

児童福祉課 
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保育の実施 保護者が家庭で保育できない児童を保育

し、無断欠席や養育状況が心配な家庭には関

係機関と連携し、個別に支援します。また、

必要度に応じて児童の発達支援を保護者の理

解を得て関係機関と連携して行います。 

保育課 

保小中・地域・関係機関と

の連携 

児童生徒が置かれている状況を多面的に把

握し、様々な機関と連携して子どもへの支援

を行います。社会全体で子どもの不安や悩み

を把握し、解消に導くため、地域・関係機関

との更なる強化を目指します。 

学校教育課 

学級満足度調査 Ｑ-Ｕ調査*等のアンケートを活用し、児童・

生徒の心理面や学級集団を客観的に把握し、

学級経営や授業を改善します。また、この結

果をいじめや不登校の未然防止にも活用し、

誰もが安心して学べる校内体制を整えます。 

学校教育課 

教育研究所 

Project Love＆Live 事業 中学校人権教育推進事業において、自殺問

題をテーマにして講師、講演等を選定します。 

人権福祉課 

学校教育課 

チャイルドサポート事業 様々な障がいを持つ子どもを含めた全ての

子どもの健やかな成長を支援し、子どもの発

達の不安・心配事を保護者とともに解決に向

けて取り組みます。 

社会福祉課 

児童福祉課 

保育課 

健康推進課 

発達支援課 

家庭児童相談室 

学校教育課 

 

 

【評価指標】 

項目 
現状値 

（平成 29 年度実績） 

目標値 

（平成 35 年度まで） 

「こんにちは赤ちゃん訪問」事業訪問率 99％ 100％ 

小中学校において、ＳＯＳの出し方に関する教

育を長期休業前後に実施した学校の割合 
100％ 100％ 

小中学校において、Ｑ-Ｕ調査等のアンケート

や教育相談を年２回以上実施した学級の割合 
100％ 100％ 
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重点施策１ 高齢者への支援の強化 

高齢者は、閉じこもりや抑うつ状態になりやすく、孤立・孤独に陥りやすいことから、地

域包括ケアシステムや地域福祉力の強化などの施策と連動した事業の展開を図る必要があり

ます。それには、高齢者特有の課題を踏まえつつ、様々な背景や価値観に対応した支援、働

きかけが大切です。 

本市では、地域の実情に合わせ、行政サービス、民間事業者サービス、民間団体の支援等

を適切に活用し、高齢者の孤立・孤独を防ぐための居場所づくり、社会参加の強化といった

「生きることの包括的支援」としての施策の推進を図ります。 

 

（１）包括的な支援のための連携推進 

事業・取組 内容 担当課 

総合相談支援事業 地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口

として、医療機関、介護サービス事業所、民生児

童委員、ケアマネジャー*等の各関係機関と連携

し、相談対応を行います。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援事業 

ケアマネジメント*の質の向上を目的に、ケアマ

ネジメント支援会議、ケアプラン*点検を開催し、

ケアプラン等の確認も行います。 

長寿福祉課 

介護保険課 

医療と介護の専門職の

連携体制の強化 
住み慣れた地域で最期まで自分らしい生活が続

けられるよう、協議会や運営委員会における検討、

研究会における現場スタッフ間での意見交換等を

活用し、専門職間の連携、事業所間の連携体制を

強化することで、それぞれの専門性をいかした一

体的な支援体制の推進を図ります。また、自分ら

しい生活が続けられるよう、在宅医療・介護連携

支援センターを中心に、医師会と連携して医療と

介護の連携体制を推進します。 

長寿福祉課 

健康推進課 

社会福祉協議会 

地域ケア会議の充実 要支援者の総合事業利用に係る介護予防個別ケ

ア会議の開催や、ケアマネジメント力の向上のた

めのケアマネジメント支援会議の開催により、適

正なサービス利用に向けた支援計画を検討し、地

域課題の抽出を行います。また、個別事例の課題

解決のための地域支援ケース会議を開催します。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 
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（２）高齢者の元気づくり 

事業・取組 内容 担当課 

介護予防の推進 地域住民による主体的な介護予防活動を促進

するため、各地域における健康づくりを支援し

ています。市民・地域主体による活動を広め、

運動習慣の定着と理解を深めることで、高齢者

の健康増進、介護予防につなげます。 

長寿福祉課 

介護予防・生活支援サー

ビス事業 

高齢者の自立に向けた支援を目的に、短期集

中予防サービスや緩和基準型のサービス、住民

主体型のサービスなど多様なサービスの提供体

制を整備します。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

介護予防対象者把握事業 年 1 回、要介護認定を受けていない 70 歳以

上の高齢者を対象に調査票を送付し（健康自立

度チェック）、閉じこもり等の何らかの支援を要

する高齢者を把握し、介護予防活動へつなげま

す。また、未回収者に対しては、個別訪問や電話

連絡により、生活状況の把握を行います（おた

っしゃ訪問事業）。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

主体的な健康づくり活動

の促進 

介護予防という考え方に限定せず、高齢者の

健康づくりという視点で、地域の公民館等での

「にこやか集会所コース」の開催のほか、元気

リーダー*による自主的な「元気リーダーコー

ス」の開催支援を行います。 

長寿福祉課 

 

（３）社会参加の推進と孤独、孤立の予防 

事業・取組 内容 担当課 

老人クラブ活動への支援 老人クラブの活動を魅力あるものにするため、

各老人クラブでの創意工夫による活動を支援し、

保育園児や小学生との世代間交流、福祉委員会へ

の参画等地域に貢献する活動を積極的に支援し

ます。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

ふれあいサロン等の充実 誰でも気軽に参加できる地域の集いの場づく

りを進めます。また、自主的かつ定期的なサロン

活動が行えるよう、活動の立ち上げや活動内容の

充実等に関する支援を行います。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 
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ボランティア活動への支

援 

ボランティア活動を始めるきっかけとして、

「はじめてのボランティア体験」を開催し、身近

な地域の中でボランティア活動が行えるように

コーディネート*します。 

また、ボランティア活動者同士のつながりづく

りとして、ボランティア活動者交流会やボランテ

ィアの集い等を定期的に開催します。 

社会福祉協議会 

就労の促進 元気高齢者の持つ能力や技術をいかすため、シ

ルバー人材センターへの登録と就労支援を行い

ます。シルバー人材センターを通じて、生きがい

や健康づくりにつながる就業機会の確保及び提

供を行います。 

長寿福祉課 

ふれあい弁当サービス ボランティアや民生児童委員の協力により、地域

の単身高齢者等に対し、安否確認を目的として月２

回、弁当の宅配を行います。安否確認が主たる目的

であることを利用者に周知啓発します。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

「ふれあいマップ」の充

実 
ふれあいサロンを開催した際の「ふれあいマッ

プ」を定着・充実させることにより、地域の実態

把握を行うとともに、地域での見守り活動などの

互助の強化を図ります。 

社会福祉協議会 

高齢者見守りネットワー

ク事業の推進 
新規開設の事業所等に対し、事業の周知を行う

ほか、地域住民や見守り協力団体との連携強化を

図り、地域でのさりげない見守り体制の強化を行

います。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

 

（４）認知症高齢者の支援 

事業・取組 内容 担当課 

認知症予備軍の早期把握 もの忘れ初期集中支援チーム*の活動の中で、

健康自立度チェックの結果を活用し、アウトリー

チ*によって認知症予備軍を早期に把握し、必要

な支援につなげられるよう体制を整備します。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

徘徊ＳＯＳネットワーク

の推進 
認知症等が原因で徘徊が心配される方の事故

を未然に防げるよう、事前登録制度を普及すると

ともに、地域でさりげない見守り等の協力が得ら

れる徘徊ＳＯＳネットワークを推進します。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 
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認知症ケアパスの普及 家族や周囲の人が適切な対応ができるよう、認

知症の症状の進行に併せて、どのような医療・介

護サービスを受けることができるのかを示した

認知症ケアパス*を作成し普及します。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

医療機関との連携強化 かかりつけ医や専門医、もの忘れ初期集中支援

チームとの連携を強化します。 

また、認知症疾患医療センターや認知症サポー

ト医と連携し、認知症の人やその家族を地域全体

で支え合える体制づくりを行います。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

認知症に関する普及啓発 広報誌やホームページ等への認知症に関する

記事の掲載や認知症カフェの開催等、認知症に関

する正しい知識の普及啓発に取り組みます。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

介護予防事業の推進 

（認知症予防） 
「はつらつ教室」*の実施によるもの忘れ予防

プログラムの提供や、要援護高齢者実態把握事業

による生活状況等の把握を行います。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

認知症キャラバン・メイ

ト*の養成 
キャラバン・メイトに地域で積極的に活動を行

ってもらえるよう、実践の場や情報交流の場を提

供します。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

認知症サポーター *の養

成 
認知症について理解者である認知症サポータ

ーの養成を継続し、地域における認知症の理解者

を増やします。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

 

（５）家族介護支援 

事業・取組 内容 担当課 

家族介護者団体への支援 おれん家″カフェ*や地域の身近な場所での

集いの場、介護技術講習・講演会等への参加の

働きかけ、介護サービス等の紹介・利用支援を

行います。 

また、家族介護者団体との連携を図り、活動

推進のための支援を行います。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

認知症家族への支援 認知症に関する相談窓口の周知を行うとと

もに、情報の提供や適切な機関につなぐなどの

必要な支援を行い、介護者の負担軽減を図りま

す。 

長寿福祉課 
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（６）高齢者が地域で安心して暮らすための支援 

事業・取組 内容 担当課 

身近な場における相談体制

の充実 

地域での困りごと等に関して、民生児童委

員が身近な相談役として相談を受け止め、必

要に応じて地域包括支援センターや社会福祉

協議会、弁護士・司法書士相談等の専門機関に

つなげます。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

福祉委員会*設置の推進 自治会単位での見守りや支え合い活動を活

性化し、地域の課題を地域で自主的・主体的に

解決できるよう、生活支援コーディネーター*

が中心となり、市内全自治会での福祉委員会

設置を推進します。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

「支え合いマップ」*の充実 福祉委員会で作成する「支え合いマップ」に

よって、地域で支援が必要な人とその人を見

守り支援している人の関係を地図で見える化

し、福祉委員会の話し合いの場で共有し、次の

ステップである見守り活動等につなげる。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

第 1.5 層協議体*の設置促

進 
自治会単位での福祉委員会の設置にあわ

せ、中学校区単位での第 1.5 層協議体を設置

し、各福祉委員会同士の交流の場や意見交換

の機会を設け、それぞれの地域に応じた課題

解決方法を検討するとともに、地域資源の開

発や政策形成につなげます。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

高齢者虐待への早期対応 地域や関係団体に対する高齢者見守りネッ

トワークへの協力を呼びかけ、虐待の早期発

見や未然防止など、権利擁護の視点について

啓発を行います。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

成年後見制度の普及 判断能力が十分でない高齢者に代わって、

代理人が契約の締結等を行う成年後見制度の

概要について、出前講座の開催や広報誌への

掲載により周知を図ります。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

在宅老人短期入所事業 高齢者虐待が発生した際の一時避難、安全

確保策として養護老人ホーム等への短期入所

（ショートステイ）事業を行います。被虐待者

だけでなく、虐待を行った家族等に対しても、

虐待の再発防止策として支援を行います。 

長寿福祉課 
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緊急通報装置の設置 在宅の 75 歳以上の単身高齢者のみの世帯

及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに

身体障がい者に対し、緊急通報装置を貸与し、

急病や災害時等、非常事態への迅速かつ適切

な対応を図ります。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

悪徳商法等の被害に関する

情報提供・相談体制の整備 

地域包括支援センターでの総合相談、商工

観光課での消費生活相談、社会福祉協議会で

の心配ごと相談等、身近な相談窓口の広報・周

知を行うとともに、専門的な相談窓口との連

携を図ります。 

長寿福祉課 

商工観光課 

社会福祉協議会 

多問題家族への相談機能 複合的な問題を抱える家庭に対して関係機

関が連携して支援するに当たり、コミュニテ

ィソーシャルワーク*構築のための事例検討会

の開催等を通じ、統一した対応を図ることの

できる支援体制づくりを推進します。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

多機関の協働による 

包括的支援体制の構築 

地域で集約された様々な課題やニーズを一

体的に受け止め、適切なサービス利用へつな

げるワンストップの相談窓口機能の充実を図

ります。 

長寿福祉課 

社会福祉協議会 

介護保険に関する事務 介護に疲弊している家族や真に困っている

方に対して、介護保険等のサービス利用を勧

め介護負担の軽減を図ります。 

介護保険課 
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【評価指標】 

項目 
現状値 

（平成 29 年度実績） 

目標値 

（平成 35 年度まで） 

老人クラブ加入者数 10,079 人 10,350 人 

シルバー人材センター登録会員数 730 人 750 人 

認知症サポーター数 7,420 人 10,000 人 

認知症サポーター養成講座開催回数 20 回／年 20 回／年 

地域包括支援センターへの総合相談件

数 
3,500 件 4,500 件 

ふれあいサロン開催か所数 50 か所 65 か所 

福祉委員会設置か所数 21 か所 90 か所 

もの忘れ初期集中支援チームによる支

援回数 
140 回／年 160 回／年 
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重点施策２ 生活困窮者への支援の強化 

生活困窮者はその背景として、虐待、性暴力被害、依存症、性的マイノリティ、知的障が

い、発達障がい、精神疾患、多重債務、労働等、多様かつ広範な問題を複合的に抱えているこ

とが多く、経済的困窮に加えて社会から孤立しやすいという傾向があります。生活困窮の状

態にある者、生活困窮に至る可能性のある者が自殺に至らないように、生活困窮者自立支援

制度の自立相談支援等と連動させて効果的な対策を進めます。 

 

（１）生活困窮者対策と自殺対策の連動 

事業・取組 内容 担当課 

生活困窮者自立支援事業

（自立相談支援事業） 

生活困窮者の相談窓口を設置し、相談内容に

基づいて支援プランを作成、関係機関と連携し

ながら支援を行います。複合的な問題を抱え、

生活困窮に陥っている要支援者は、自殺に対し

高いリスクを持っていることが多く、困難の解

決まで支援することで自殺防止につなげます。 

社会福祉課 

生活困窮者自立支援事業

（就労準備支援事業） 

生活困窮者ですぐに一般就労することが困

難な状況にある者を対象に、プランに基づき一

般就労に向けた訓練を行うことで、自殺予防に

つなげます。 

社会福祉課 

生活困窮者自立支援事業

（子どもの学習支援事業） 

生活困窮者、母子世帯、就学援助受給世帯、

生活保護世帯の小学生から高校生を対象に学

習支援、進学支援を行うとともに、居場所づく

り、学習意欲喚起、中退防止、親の相談支援等

を行います。 

社会福祉課 

 

（２）生活困窮を抱えたハイリスク者に対する個別支援 

事業・取組 内容 担当課 

生活保護施行に関する事務 生活保護制度が最低限度の生活を営むため

保護費を受給するだけではなく、自立の助長を

促すものであることを保護受給者に理解して

もらいます。また、訪問を通して自殺につなが

りやすい要因を発見し、医療、介護等の適切な

支援に結びつけ、自殺防止を図ります。 

社会福祉課 
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住居確保給付金事業 離職者であって就労能力及び就労意欲のあ

る方のうち、住宅を喪失している方又は喪失す

るおそれのある方に対して、自殺リスクの高い

住居喪失者の自殺防止につなげます。 

社会福祉課 

生活保護各種扶助事務 生活費、住宅費、医療費、介護サービス費な

ど、生活保護受給者それぞれの抱える課題に対

して、適切な保護費の支給を行うことで、自殺

リスクの低減を図ります。 

社会福祉課 

 

 

【評価指標】 

項目 
現状値 

（平成 29 年度実績） 

目標値 

（平成 35 年度まで） 

生活困窮者自立支援事業における相談延

べ件数 
114 件／年 120 件／年 

生活保護定例訪問回数（率） 100％ 100％ 

生活保護相談件数 65 件／年 65 件／年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


